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佐賀県パーキングパーミット制度佐賀県パーキングパーミット制度
～本当に必要な人のために皆さまのご協力を！～

　県・市町の施設やショッピングセンターなどの身障者用駐車場に、県内に共通する身障者用駐車場利用証（パーキ
ングパーミット）を交付することで、駐車場を利用できる方を明らかにし、駐車スペースを確保する制度のことで、佐賀
県が全国で最初に始めたものです。
　この制度では、身障者用駐車場を利用できる人を「歩行困難な方」とし、身体に障害のある方をはじめ、高齢者
や妊産婦の方なども申請し、認められれば利用することができます。
　歩行困難な方にとって、いつでも必要なときに必要な場所へ移動できる自動車は、大切な交通手段です。健常者の
方が「少しくらいの時間だから」などと駐車されることのないよう、みんながゆずりあい、思いやりの気持ちを持って安
心して暮らしていけるよう、皆さまのご理解・ご協力をお願いします。

・この利用証は身障者用駐車場の利用を認めるものであり、公安委員会が発行する駐車禁止除外指定車標章とは
異なるものです。
・この利用証は交付された本人が、乗車時のみに使用可能です。他人に譲渡や貸与した場合は、返却していただ
きます。

パーキングパーミット制度とは？

車内に掲示します。

利用方法

身体障害者、高齢者、難病患者等
【有効期間：５年間】

一時的に歩行が困難な方（けが人、妊産婦）
【有効期間：１年未満】

①身体に障害がある方で歩行が困難な方 …… ５年（更新）
　（駐車禁止除外指定車標章交付対象者に準ずる）
②高齢者で歩行が困難な方（要介護１以上） …… ５年（更新）
③難病等による歩行が困難な方 …… ５年（更新）
④知的障害者（療育手帳の障害の程度欄「Ａ」） …… ５年（更新）
⑤一時的に歩行が困難な方 …… １年未満で必要な期間
　（けがをされている方） …… 車いす、杖などの使用期間
　（妊産婦の方） …… 妊娠７ヶ月～産後３ヶ月

使用上の注意点

利用できる方と
有効期間

オ
ス
ト
メ
イ
ト
対
応
ト
イ
レ
を
設
置
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神
埼
市
で
は
、
神
埼
中
央
公
園
体

育
館
一
階
の
身
体
障
が
い
者
用
ト
イ

レ
内
に
オ
ス
ト
メ
イ
ト
対
応
ト
イ
レ
を

設
置
し
、
11
月
１
日
か
ら
、
使
用
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

同
ト
イ
レ
は
、
神
埼
市
中
央
公
民

館
と
千
代
田
町
保
健
セ
ン
タ
ー
に
も

設
置
し
て
い
ま
す
の
で
、
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

※
オ
ス
ト
メ
イ
ト
と
は
？

　

手
術
に
よ
る
人
工
肛
門
や
人
工
膀

胱
の
保
有
者
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。

　

全
国
で
広
が
る
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ

ン
の
先
進
的
な
取
り
組
み
の
紹
介
・
情

報
交
換
等
を
通
じ
て
、
よ
り
一
層
の
ユ

ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
の
普
及
・
推
進
を

図
る
た
め
、
第
５
回
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ

イ
ン
全
国
大
会
が
、
12
月
21
日
（
火
）

と
22
日
（
水
）
に
嬉
野
市
で
開
催
さ
れ

ま
す
。
詳
し
く
は
、
ホ
ー
ム
ペー
ジ
（「
Ｕ

Ｄ
ラ
ボ
」
で
検
索
）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
と
は
、
誰
も

が
安
心
し
て
笑
顔
で
暮
ら
し
て
い
け
る

社
会
を
実
現
す
る
た
め
に
、
身
の
回
り

の
も
の
を
で
き
る
だ
け
多
く
の
人
が
使

い
や
す
く
分
か
り
や
す
い
よ
う
に
つ
く
っ

て
い
く
こ
と
で
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

佐
賀
県　

地
域
福
祉
課

　

☎
２
５－

７
０
５
３

佐賀県パーキングパーミット制度
　佐賀県が発行した身障者用駐車場利用証(パーキングパーミット)をお持ちの方は、身障者
用駐車場（パーキングパーミット）の看板等が設置してある駐車場を利用できます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

◎申請窓口・問い合わせ先
　・佐賀県　地域福祉課　☎25－7053
　・佐賀中部保健福祉事務所　☎30－3600

申請するときは、それぞれ必要な添付書類があり
ますので、あらかじめお問い合わせください。

※市役所でも申請の受け付けができます。
　・神埼市役所　高齢障害課　☎37－0111
　・千代田総合支所　市民福祉課　☎44－2167
　・脊振総合支所　市民福祉課　☎59－2111

【身障者用駐車場看板】 【身障者用駐車場路面標示】

利用できる
駐車場

▲神埼市役所本庁舎南側駐車場のパーキングパーミット

この看板が
目印です！ 

この標示マーク
が目印です！ 

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

神
埼
市
役
所　

高
齢
障
害
課

　

☎
３
７－

０
１
１
１

◆
嬉
野
市
で
全
国
大
会
が
開
催

オ
ス
ト
メ
イ
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対
応
ト
イ
レ
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設
置

オ
ス
ト
メ
イ
ト
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応
ト
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置
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ス
ト
メ
イ
ト
対
応
ト
イ
レ
を
設
置
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？
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害
者
手
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？

障
害
者
手
当
制
度
を
ご
存
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す
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？

障
害
者
手
当
制
度
を
ご
存
知
で
す
か
？

障
害
者
手
当
制
度
を
ご
存
知
で
す
か
？

  12月７日（火）
１月４日（火）

神埼市役所
千代田総合支所

どんなことでも構いません。
皆さまの声をお聞かせください！

○今後の予定

18：00～20：00（１組30分程度）
※事前予約は行っていません。
当日来庁された先着順で受け付け
を行います。

◎問い合わせ先
　神埼市役所　市長公室
　☎37－0088

夜の市長室夜の市長室夜の市長室夜の市長室夜の市長室

と　こ　ろと　き

　11月は、脊振総合支所で行い、
５組（７人）が来庁されました。

○
特
別
障
害
者
手
当

　

20
歳
以
上
で
あ
っ
て
、
著
し
く
重

度
の
障
が
い
状
態
に
あ
る
た
め
日
常

生
活
で
常
時
特
別
の
介
護
を
必
要
と

す
る
方
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

た
だ
し
、
施
設
に
入
所
し
て
い
る

場
合
や
病
院
に
３
ヶ
月
以
上
入
院
す

る
に
至
っ
た
場
合
は
、
受
給
で
き
ま

せ
ん
。

※

い
ず
れ
も
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

神
埼
市
役
所　

高
齢
障
害
課

　

☎
３
７‐

０
１
１
１

　

千
代
田
総
合
支
所　

市
民
福
祉
課

☎
４
４‐

２
１
６
７

　

脊
振
総
合
支
所　

市
民
福
祉
課

　

☎
５
９‐

２
１
１
１

○
特
別
児
童
扶
養
手
当

　

身
体
ま
た
は
精
神
に
中
度
以
上
の

障
が
い
の
あ
る
20
歳
未
満
の
児
童
を

養
育
す
る
保
護
者
な
ど
に
支
給
さ
れ

ま
す
。

　

た
だ
し
、
児
童
が
障
が
い
を
支
給

理
由
と
す
る
公
的
な
年
金
を
受
給
し

て
い
る
場
合
や
、
施
設
に
入
所
し
て
い

る
場
合
は
受
給
で
き
ま
せ
ん
。

○
障
害
児
福
祉
手
当

　

20
歳
未
満
で
あ
っ
て
、
重
度
の
障

が
い
状
態
に
あ
る
た
め
日
常
生
活
で

常
時
介
護
を
必
要
と
す
る
方
に
支
給

さ
れ
ま
す
。

　

た
だ
し
、
児
童
が
障
が
い
を
支
給

理
由
と
す
る
公
的
な
年
金
を
受
給
し

て
い
る
場
合
や
、
施
設
に
入
所
し
て
い

る
場
合
は
受
給
で
き
ま
せ
ん
。

公共下水道・農業集落排水事業整備計画区域外で公共下水道・農業集落排水事業整備計画区域外で
合併処理浄化槽の整備を行っています合併処理浄化槽の整備を行っています
公共下水道・農業集落排水事業整備計画区域外で
合併処理浄化槽の整備を行っています

◆市が負担する経費
　・合併処理浄化槽本体工事
　・本体設置工事に係る設計費
　・維持管理費(保守点検・汚泥汲取り清掃・法定
　　検査)
◆使用者が負担する経費
　・家屋の増改築工事費
　・トイレ等から合併処理浄化槽流入桝までの宅地内配
　　管工事費
　・市標準工事以外(ポンプ槽、車乗入の強化蓋、
　　障害物撤去費用等)の工事費
　・既存浄化槽の撤去費
　・電気料及び電気工事費
　・毎月の使用料

　市では、本人の申請に基づき、市が設置工事を行う合併処理浄化槽の整備推進
を行っています。
　これは、工事費の一部を設置される方に「分担金」として負担をしていただき、
設置後は、「使用料」を負担していただくものです。市が維持管理(保守点検・汚泥
汲取り清掃・法定検査)などを行いますので、安心して使用することができます。設
置する合併処理浄化槽は、公共下水道や農業集落排水施設と同様の高い浄化能
力があり、浄化槽本体の大きさは、小型乗用車１台分ぐらいです。

 合併処理浄化槽を設置している方へ
　対象区域で既に合併処理浄化槽を設置している方は、
浄化槽本体を市に寄付することができます。この場合、
維持管理は市が行いますが、使用料を毎月負担してい
ただくこととなります。
　ただし、定期的に保守点検をされ、正常な機能を維
持しているものに限ります。

 下水道への接続のお願い
　下水道が供用開始されている地区で、まだ接続をさ
れていない方は、早急に接続をお願いします。

　詳しくは、下記までお問い合わせください。
◎問い合わせ先
　神埼市役所　下水道課　☎37－0105

「
若
返
り
、
い
き
い
き
健
康
講
座
」
参
加
者
募
集
！！



7 市報かんざき　12　月号

理事長　和田 達郎

医療法人

☎

☎

☎

☎

障
害
者
手
当
制
度
を
ご
存
知
で
す
か
？

障
害
者
手
当
制
度
を
ご
存
知
で
す
か
？

夜の市長室夜の市長室

　

自
分
ら
し
く
、
若
々
し
く
、
い

き
い
き
と
毎
日
を
過
ご
せ
る
よ
う

運
動
や
食
事
、
口
腔
ケ
ア
等
の

健
康
講
座
を
開
催
し
ま
す
。

　

全
５
回
の
講
座
で
、
市
内
の
２

会
場
で
そ
れ
ぞ
れ
行
い
ま
す
。

○
対
象
者

①
65
歳
以
上
の
方
で
介
護
予
防

　
に
関
心
が
あ
る
方

②
介
護
保
険
の
認
定
を
受
け
ら

　

れ
て
い
な
い
方

○
定
員

　

各
会
場　

20
人
（
先
着
順
）

○
申
込
締
切
日　
12
月
20
日
（
月
）

○
参
加
費

　

内
容
に
よ
り
、
材
料
費
が
か
か

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

◎
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先

　

神
埼
市
役
所　

高
齢
障
害
課

　
（
お
た
っ
し
ゃ
本
舗
神
埼
）

　

☎
３
７

－

０
１
１
１

公共下水道・農業集落排水事業整備計画区域外で
合併処理浄化槽の整備を行っています

12月4日から10日までは「人権週間」12月4日から10日までは「人権週間」
　世界人権宣言が採択された翌年の昭和24年から毎
年12月10日の人権デーを最終日とする１週間を人権週
間と定め、人権尊重思想の普及高揚のため啓発活動が
行われています。
　生命の尊さ・大切さや、自己がかけがえのない存在
であると同時に他人もかけがえのない存在であること、
他人との共生・共感の大切さを真に実感し、｢思いやり
の心｣と｢かけがえのない命｣を大切にすることを考えてみ
ましょう。

　あなたやあなたの周りで人権が
守られていないと感じたことはあり
ませんか。そんなときは、気軽に
ご相談ください。
　神埼市では、人権擁護委員に
よる人権相談を毎月定例の相談日を設け、各庁舎で実
施しています。詳しい日程は、「市報かんざき」の相談
のページでご確認ください。相談は無料で秘密は守られ
ます。人権擁護委員は、法務大臣から委嘱されており、
日頃から地域の中で人権擁護に関する活動を積極的に
行われています。
　また、人権による相談は、下記でも受け付けています。
・佐賀地方法務局　☎26－2148
・子どもの人権１１０番　☎0120－007－110
・女性の人権ホットライン　☎0570－070－810
・インターネットによる相談　http://www.moj.go.jp

◎問い合わせ先　神埼市役所　市長公室　☎37－0088

みんなで築こう 人権の世紀
～考えよう　相手の気持ち
　　　　　育てよう　思いやりの心～

介
護
予
防
教
室

「
若
返
り
、
い
き
い
き
健
康
講
座
」
参
加
者
募
集

「
若
返
り
、
い
き
い
き
健
康
講
座
」
参
加
者
募
集
！！！！

「
若
返
り
、
い
き
い
き
健
康
講
座
」
参
加
者
募
集
！！

◆神埼会場…神埼市中央公民館

◆千代田会場…千代田町保健センター

※いずれも午後２時から２時間程度

内　容
いきいき体操
食事のバランス
認知症予防について
健康講話
いきいき体操
食事の食べ方、簡単調理
いきいき体操
お口元気に
いきいき体操
歯の健康について

運動指導士
栄養士
地域包括支援センター
医師
運動指導士
栄養士
運動指導士
歯科衛生士
運動指導士
歯科医師

お口元気に
いきいき体操
認知症予防について
いきいき体操
口からはじまる全身の
健康について
いきいき体操
食事のバランス
いきいき体操
健康講話
食事の食べ方、簡単調理

歯科衛生士
運動指導士
地域包括支援センター
運動指導士
歯科医師
運動指導士
栄養士
運動指導士
医師
栄養士

講　師期　日

内　容 講　師期　日

1 ／ 12
（水）

２／ ２
（水）
２／ ９
（水）
２／ 16
（水）

１／ 13
（木）
１／ 27
（木）

２／ ３
（木）

２／ 10
（木）
２／ 17
（木）

1／ 20
（木）


